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第１　趣旨
　　　農畜産業振興事業補助金交付要綱（令和４年３月24日３園畜第862号農政部長通知）（以下「交付要綱」という。）に基づいて実施する整備事業は、交付要綱に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。

第２　事業実施までの手続き
１　事業実施計画の樹立
(1)　 補助事業（以下「事業」という。）を実施しようとする者（以下「事業実施主体」という。）
は、関係団体と連絡協議の上、事業実施要領に定める事業実施計画を樹立し知事に事業計画を
提出し、その承認を受けるものとする。
(2)　事業実施主体が事業実施計画を樹立しようとするとき、市町村、農業協同組合及び農事組合法人等（以下「法的団体」という。）の場合は、それぞれの関係法規の定めるところにより、理事会の議決等所要の手続きを行って事業の施行方法等決定した上で、提出するものとする。
なお、法的団体以外の場合は、法的団体に準じて総会（やむを得ない場合はこれに代わる   方法）の議決を得るものとする。
２　予算の計上
　  事業実施主体は、予算案又は事業計画案を作成し総会等の議決を得るものとする。
　なお、予算の計上又は事業計画の作成に当たっては、予算科目等において補助対象経費であ
る旨を明示するとともに、補助対象外経費と一括計上する必要があるときは、明細等において
補助対象経費を明確に区分しておくものとする。
３　地元負担金の調達
　　　地元負担金（分（負）担金、使役、現品、寄付金等）の賦課、徴収等の手続きについては、法的団体にあっては、それぞれの関係法規の定めるところによるものとし、法的団体以外の場合は、法的団体に準じ、賦課金額等について総会（やむを得ない場合はこれに代わる方法）の議決を得るものとする。
　　　　なお、地元負担金の調達にあっては適正な賦課基準等を定めて行うとともに、寄付金品を受け
てこれに当てる場合には、その旨を明確にしておくものとする。
　４　その他関係法規に基づく許認可
　　事業実施主体は、事業を実施するに当たって、次の関係法に基づき許・認可等を得てから実施するものとする。
　(1)　農地法（昭和27年法律第229号）による農地転用許可
　(2)　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）による農用地区域からの除外
手続き
　(3)　建築基準法（昭和25年法律第201号）による確認
　(4)　その他関係法令に基づく許可又は承認等の手続き
５　実施計画書
(1)　事業実施主体は、事業実施計画に基づく補助対象事業を実施しようとするときは、別添様式
による実施設計書（仕様書・設計図を含む。）を作成するものとする。
ただし、土地基盤整備については、団体営級の同種の公共事業に係る事業実施設計書に準
ずるものとする。
　 (2)  実施設計書は、事業実施主体が作成できない場合は、原則として、施工業者以外の市町村、
公社、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会（以下「農協連」という。）、設計事務
所等に委託して作成するものとする。
　　　 ただし、機械器具類の購入に係る実施設計書については、事業実施主体においてあらかじめ
見積もり合わせ又は性能の比較検討等を行い、理事会の議決等所要の手続きを行って機種等を選
定し、作成するものとする。
　 (3)　製造請負工事に係る実施設計書については、事業実施主体における理事会の議決等所要の
手続きを行った上で、原則として、指名競争入札若しくは指名競争入札に準ずる方法(代行施行
による競争見積等)により、施工業者を選定し、又は、必要性が明確である場合に限っては単一
の施工業者を選定して、当該施工業者に実施設計書を提出させ、これを調整することにより作
成するものとする。
６　事業の施行
　　　事業の施行に当たっては、補助金の交付決定どおり完成させることを基本として、次により
適正に実施するものとする。
　　　事業は、直営施行、請負施行、委託施行又は代行施行によるものとし、１つの事業については
１つの施行方法によって実施することを原則とするが、事業費の低減を図る等のため適切と認められる場合は、１つの事業について工種又は施設等の区分を明確にして２つ以上の施行方法により施行することができるものとする。
　　　なお、製造請負工事を伴わない建設工事の施工方法は、原則として請負施行によるものとする。
　　　また、共同利用機械及び機械器具類の施行方法は、直営施行によるものとし、事業実施主体は、
事前に関係業者からのカタログの入手や参考見積りを徴収することにより予定価格を設定し、
原則として一般競争入札に付するものとするが、一般競争入札に付し難い場合は、その理由を
明確にし、指名競争入札に付するものとする。
　　　ただし、事業実施主体が法的団体以外の場合で、競争入札に付し難い場合は、当該事業実施主体の総会等同意を得る等の手続きを行う場合に限り、随意契約によることができるものとする。
　　　なお、市町村長は、業務の執行に当たり、適時適切な指導を行うとともに、必要に応じて
担当者を現場説明や入札に立ち会わせるものとする。
　(1)　直営施行
　　　 直営施行においては、事業実施主体は、実施設計書、仕様書及び設計図等に基づき、直接、
材料の購入、現場雇用労働者の雇用等を行い、次により所定の期間内に事業を実施する。
　　ア　事業実施主体は、事業の適正な実施を確保するため、現場主任者を選定するものとする。
　　イ　現場主任者は、事業実施主体の命ずるところにより、現場業務一切を処理するものとする。
　　ウ　現場主任者は、工事材料の検収、受払い、現場雇用労働者の出役の確認等を行うほか細心の注意を払うものとする。
　　エ　現場主任者は、主要工事及び埋没又は隠ぺいにより工事完了後に明示できない部分の現場写真を撮影しておくとともに、工事の着手から完了までの間、工事日誌の記録等により実施状況を明確にするものとする。
(2)　請負施行
　　 請負施行においては、事業実施主体は、工事請負人を定め、実施設計書、仕様書及び設計図
に基づき、かつ、所定の請負代金をもって、所定の期間内に工事を完成させるものとし、工事
の請負方法、指導監督及び検査等は次により行い、適正を期するものとする。
　ア　請負方法
　　(ｱ)　工事の請負契約は、原則として一般競争入札に付するものとするが、一般競争入札に
付し難い場合又は一般競争入札に付して落札に至らない場合にあっては、その理由を明確にし、指名競争入札に付するものとする。
　　　　 ただし、次のいずれかに掲げる場合は、随意契約にすることができるものとする。
① 事業実施主体が農事組合法人、農業協同組合以外の農業生産法人、特定農業団体、
　　　　その他農業者の組織する団体等であって、競争入札に付し難い事情があり、かつ、当
該補助事業者の総会等の同意を得る手続きを行う場合
　　　② 一般競争入札に付して入札者がいない場合
　　　③ 指名競争入札に付して落札にいたらなかった場合
(ｲ)　請負契約の相手方は、特殊な事業を除き当該事業の設計を担当した者（設計を担当した者
の所属する事業所を含む。）を除く業者を選定するものとする。
　　イ　工事の指導監督
　　　　事業実施主体は、請負契約と同時に請負人から工程表等を提出させるとともに、請負人に
現場代理人を定めさせ、当該現場代理人に工事の施行・施工管理に関する一切の事項を処理
させるものとする。
　　また、事業実施主体は、現場監督員を選任し、請負契約書、実施設計書、仕様書及び設計図に
定められた事項について、行程表のとおり工事が実施されるよう指導監督等に当たらせるほ
か、主要工事及び埋没又は隠ぺいにより工事完了後に明示できない部分の現場写真を撮影さ
せ、工事の記録等行わせるものとする。
　　ウ　工事の検査及び引渡し
　　　　事業実施主体は、請負人が工事を完了したときは、当該請負人から工事完了届を提出させるとともに、請負契約書に定められた期間内にしゅん工検査を行った上で、引渡しを受けるものとする。この場合において、しゅん工検査に合格しないときは、請負人に期間を定めて手直し工事を行わせ、再検査を行った後に引渡しを受けるものとする。
　　　　また、当該検査に合格した工事については、請負人に引取証を交付するものとする。
(3)　委託施行
　　 委託施行においては、事業実施主体は、工事の委託先を定め、受託者に実施設計書、仕様書
及び設計図に基づき、かつ、所定の委託金額をもって、所定の期間内に工事を完成させるもの
とする。
　　ア　委託施行とする場合は、請負施行との比較検討を行い、委託施行によることの理由を明確にしておくものとする。
　　イ　委託施行とする場合は、理事会の議決等所要の手続きを行って決定するものとする。
　　　ウ　事業実施主体は、工事が完了したときは、受託者から工事に要した経費の明細書の提出を受け、工事費の精算を行うものとする。
　　　エ　委託施行における工事監督、検査及び引渡し等は、請負施行に準じて適正に行うものとする。
　(4)　代行施行
　　　　　 代行施行においては、事業実施主体である農業協同組合又は農業者の組織する団体等が、 
事業の施行管理能力を有する設計事務所又は農協連(以下「代行者」という。)と共同利用施設の
基本設計の作成(必要な場合に限る。)、実施設計書の作成、工事の施行、施工管理(工事の監
理を含む。)等を一括して委託する代行施行契約を締結するものとし、委託を受けた代行者(以下
「受託代行者」という。)は、完了予定期日までに実施設計書に基づく工事を完了して事業実施主体に引渡すとともに、施行の責任を負うものとする。
　　　　　また、事業実施主体及び受託代行者は、事業の実施にあたり、次により適正を期すものとする。
　　　　ア　代行施行の選択
　　　　　代行施行を選択する場合は、代行施行によることの理由を明確にし、理事会の議決等所要
の手続きを行うものとする。
　　イ　代行者の選択
　　　　代行施行契約は、原則として一般競争入札とし、一般競争入札に付し難い場合又は、一般競争入札に付して落札に至らない場合は、指名競争入札に付するものとする。
ただし、一般競争入札に付して入札者がいない場合と指名競争入札に付して落札に至らなかった場合は、随意契約とすることができるものとする。
　　ウ　建設委員会の設置等
　　　　　事業実施主体及び受託代行者は、建設委員会等を設置し、適宜、協議を行うものとする。　
　　　　　また、受託代行者は、施工管理担当者を定め、これを事業実施主体に通知するとともに、
事業実施主体及び受託代行者は、当該施工管理担当者を建設委員会等の委員に加えること等
により、工事等の施行体制を整備するものとする。
　　　エ　施工業者の選定
　　　　　建築施工業者、機械、施設の製造請負人の選定は、事業実施主体及び受託代行者の協議により入札参加要請のあった者について、資格要件を審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに、公正な競争入札を行わせるものとする。
　　　オ　支給品の取扱い
　　　　　受託代行者が施工業者に工事材料を支給する場合には、あらかじめ事業実施主体と協議するとともに、事業目的に即した優良な工事材料が適正価格をもって使用されることにより、　事業費の低減を図ることを旨として決定するものとする。
　　　　　また、工事材料を支給品とする場合は、実施設計の作成のみならず、施工業者との間で請負契約を行う段階においても、工事材料を支給品とすることの適否を十分に検討するものとする。
　　　カ　工事監督
　　　　　受託代行者は、請負契約締結と同時に施工業者から工程表等を提出させるとともに、現場代理人等を定めさせるものとする。
　　　　　また、施工管理担当者は、実施設計書、工程表等に即した工事材料の検収及び工事の指導監督に当たるほか、工事監督の記録、主要工事及び埋設又は隠ぺいにより工事完了後に明示できない部分は現場写真等で記録するものとする。
　　キ　工事の検査及び引渡し
　　　　　受託代行者は、施工業者が工事を完了したときは、当該施工業者から工事完了届が提出させるとともに、必要な場合には試運転等を行わせ、請負契約書に定められた期間内にしゅん工検査を行った上で引渡しを受け、これを事業実施者に引渡すものとする。
この場合において、しゅん工検査に合格しないときは、期間を定めて当該施工業者に手直し工事を行わせ、再検査を行った後に引渡しを受けるものとする。
　　ク　精算
　　　　　事業実施主体は、受託代行者から、共同利用施設等の引渡しを受けるに当たっては、同時に、受託代行者から工事に要した経費の明細書、必要な証拠書類の写し、出来高設計書等の提出を求め、内容を確認した上で、受託代行者と締結した契約書に基づく期間内に代行施行管理料及び製造請負管理料の支払いを含む精算を行うものとする。
７　会計経理
　　　　会計経理は、事業が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律
第176号）及び補助金等交付規則（昭和34年長野県規則第９号）の適用を受けるものであることに鑑み、次に掲げる事項に留意して適正に処理するものとする。
　(1)　補助対象事業費の経理は、独立の帳簿を設定する等の方法により、他の経理と区分するものとする。
なお、補助対象外事業を含む全事業費を一括処理する場合には、補助対象事業費の区分を
明確にするものとする。
　(2)　分(負)担金を徴収する場合には、分(負)担金の徴収の根拠法規等を有するものはもとより、
法的団体以外の場合においても、請求書を発行する等の方法により、個人別分(負)担を明確に
するとともに徴収の都度、領収書を発行するものとする。
　(3)　事業費の支払いは、工事請負人等からの支払い請求に基づき、出来高を確認の上支払うもの
とし、その都度領収書を受領するものとする。
　(4)　事業費の支払等金銭出納は、金銭出納簿及び金融機関に預金口座を設けて行うものとする。
　(5)　領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理し処理のてん末を明らかにしておくもの
とする。
８　未しゅん工工事の防止
　　　　　　共同利用機械・施設の整備について、事業実施主体は、未しゅん工工事の防止に努めるものとし、必要に応じて予算の繰越し等の手続きを行うものとする。

第３　事業計画の変更
　　　事業実施主体は、実施計画によって実施中の事業を中途において変更しようとする場合は、
　　次により適正に行うものとする。
１　変更内容の報告
　   事業実施主体は、事業施行内容を変更する必要が生じたときは、一旦その箇所の工事を中止し、
その変更しようとする内容を知事に報告し、その取扱いについて指示を受けるものとする。
２　計画変更に対する取扱いの指示
　  知事は、計画変更内容が、事業の所期の目的を達成する上で適切であるか、又は諸般の
事情からやむを得ないものであるかを検討するとともに、交付要綱に規定する補助金交付
の条件に該当する変更（以下「重要変更」という。）であるかどうかを判定し、その取り
扱いを指示するものとする。
３　重要変更の手続き
　　事業実施主体が、重要変更をしようとするときは、交付要綱に基づいて変更承認申請書を知事
に提出し、その承認を受けるものとする。

第４　事業完了に伴う手続き
１　しゅん工届
　　事業実施主体は、工事が完了したときは、速やかにその旨をしゅん工届（様式第１号）によ
り知事に提出するものとする。
なお、市町村長は、しゅん工検査等を実施し、必要に応じて手直し等の措置を指示し、事業の適正を期するものとする。
２　事業の実績報告
(1)　事業実施主体は、事業が完了したときは、補助金等交付規則及び交付要綱の定めるところにより知事に実績報告書を提出するものとする。
　　　 なお、市町村長は、当該報告がなされた場合、交付決定に基づく事業が適正に完了したこと
を確認するものとする。
  (2)　事業実績の確認
　      知事は、事業実施主体の実績報告書に基づき、別に定める実績検査要領により実績検査（しゅ
ん工検査及び会計経理検査）を行うものとする。
　 　　 実績検査は、原則としてしゅん工検査と会計経理検査を同時に行うものとするが、事業が
しゅん工しなお事業費の支払いが未完了の場合で施設等の有効利用を図るため、しゅん工検査
を会計経理検査と切り離して早期受検を希望するときは、事業実施主体は、しゅん工検査願（様
式第２号）を知事に提出するものとする。
 (3)　使用制限
事業実施主体は、知事の行うしゅん工検査に合格した後でなければ事業により取得した施設
等を使用することはできないものとする。

第５　関係書類の整備
　　　　事業実施主体は、事業の実施に係わる次に掲げる関係書類を整理保存するものとする。
１　予算関係書類
　(1)　事業実施に関する議会(総会)の議事録及び代行施行の選択
　(2)　予算書及び決算書
　(3)　分(負)担金賦課明細書
　(4)　その他
２　工事施工関係書類
（直営の場合）
　(1)　実施設計書、出来高設計書
　(2)　工事材料検収簿、同受払簿
　(3)　賃金台帳、労務者出面簿
　(4)　工事日誌及び現場写真
　(5)　その他
（請負の場合）
　(1)　実施設計書、出来高設計書
　(2)　入札てん末書
　(3)　請負契約書類
　(4)　工事完了届及び現場写真
　(5)　その他
３　経理関係書類
　(1)　金銭出納簿
　(2)　分(負)担金徴収台帳
　(3)　証拠書類（見積書、請求書、入出金伝票、領収書及び借用書等）
　(4)　その他
４　往復文書
　　交付決定から実績報告に至るまでの申請書類、交付決定に当たっての書類及び設計書等
５　施設管理関係書類
　(1)　管理規定及び利用規程
　(2)　財産管理台帳
　(3)　その他

第６　補助対象事業費の内容、構成及び積算
１　補助対象事業費の内容
　(1)　土地基盤整備等
　　　 工事費（支給品費を含む。以下同じ。）、用地費及び補償費(土地改良法第２条第２項に規定
する土地改良事業に限る。)、測量試験費、実施設計費、換地費(土地改良法第２条第２項に規定
する土地改良事業に限る。)並びに工事雑費
　(2)　機械施設等の整備
　　　 工事費（製造請負工事費及び機械器具類を含む。以下同じ。）、実施設計費及び工事雑費
２　補助対象事業費の構成は、土地基盤整備については別表第１を、機械施設等の整備のうち、建設工事を伴うもの及び機械器具の購入のみのものについては、それぞれ別表第２及び別表第３を標準とする。
３　補助対象事業費の積算及び取扱い
　　補助対象事業費は、それぞれの施行方法に応じ、次により積算するものとする。
　　　また、１事業が２以上の施行方法により施行される場合は、それぞれ施行方法別に区分して積算するものとする。なお、直営施行については、補助対象事業費の構成・積算等に当たり、諸経費(現場管理費、一般管理費)を計上しないものとし、土地基盤整備等にあっては、現場管理費の現場雇用労働者に関する労災保険等の保険料についてのみ計上できるものとする。
　(1)　土地基盤整備
　　　 土地基盤整備については、団体営級の同種の公共事業に準じて積算するものとする。
ただし、支給品費、第３セクター等(以下｢公社｣という。)が事業実施主体である事業(以下、
「公社営事業｣という。)の現場管理費及び一般管理費等並びに工事雑費の積算及び取扱いに
ついては(2)に定めるところによる。
　(2)　機械施設等の整備
　　　 機械施設等の整備のうち建設工事を伴うものについては、工事費、実施設計費及び工事雑費
に区分して積算するものとする。
また、機械器具のみの購入に係るものについては、本機、附属作業機等の機械器具費及び
工事雑費に区分して積算するものとする。
　(3)　補助対象事業費の区分ごとの積算及び取扱いは、次のよるものとする。
　　ア　工事費
　　　(ｱ)　積算の方法
　　　　①　工事費は、県において使用されている単価及び歩掛りを基準として、それぞれの事業の目的及び現地の実情に即して適正な現地実行価格によるものとし、建設工事費については  直接工事費、共通及び消費税相当額に、製造請負工事費については機械器具・機材費、運搬費及び組立・据付工事費に、機械器具費については本機及び附属作業機等に区分して積算するものとする。
　　　　　　さらに、直接工事費は、実施設計書の表示に従って各種目ごとに建築工事、電気設備  及び機械設備等に区分し、共通費は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分  してそれぞれ積算するものとする。
　　　　　　この場合、各費目の積算に使用する材料等の価格には、消費税及び地方消費税に相当
する分を含まないものとし、また、製造請負工事費及び機械器具費の積算は、必要性が
明確である場合に限り、性能の比較検討等を行った上、機種等を選定して行うことが
できるものとする。
　　　　②　工事価格の積算は、原則として、土地基盤整備等にあっては「土地改良事業等請負工事
の価格積算要綱」（昭和52年2月14日付け52構改Ｄ第24号農林水産事務次官依命通知）、
「土地改良事業等請負工事標準積算基準」（平成５年2月22日付け５構改Ｄ第49号農林
水産省構造改善局長通知）及び「草地開発整備事業等事業費積算要綱」（昭和46年４月19日付け46畜Ｂ第9545号農林省畜産局長通知）に準じて、機械設備にあっては、「公共建築工事積算基準」、「公共建築工事共通費積算基準」、「公共建築工事標準歩掛り」、「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」、「公共建築工事内訳書標準書式」及び「公共建築工事見積標準書式」の制定について(平成17年３月25日付け16経第1987号農林水産大臣官房経理課長通知)に準じて行うものとする。
　　　(ｲ)　支給品費
　　　　①　支給品費は、請負施行及び委託施行にあっては事業実施主体が、代行施行にあっては受託代行者が、請負人等に、原則として無償で支給する工事材料費とし、請負施行等に係る工事費部分と区分して工事費に計上するものとする。
　　　　②　支給品費の積算は、支給材料の仕入価格に支給材料の保管、運搬、管理等に必要な費用を加えた額とする。
　　　　③　工事材料について支給を行う場合は、工事材料を支給することが工事費の低減になるかどうかを検討し、支給することが工事費の低減になるときは、原則として工事材料を支給品として積算するものとする。
　　　(ｳ)　共通仮設費
　　　　　共通仮設費は、建物、工作物等の各種の直接工事に共通して必要な下表に掲げる費用とし、その積算は、当該直接工事の規模、工事期間等の実情に応じて適正に行うものとする。
	区　　　分
	内　　　　　　　　容

	準備費
仮設建物費
工事施設費
試験調査費
整理清掃費
動力用水光熱費
機械器具費
安全費
運搬費
その他
	敷地測量及び整理、仮道路、仮橋、道板、借地等に要する費用
仮現場事務所等、直接工事に共通的に必要な施設に要する費用
仮囲、工事用道路、場内通信設備等の工事用施設に要する費用
地耐力試験、性能試験、製品試験等に要する費用
整理清掃、後片付、養生等に要する費用
工事用電気・工事用給排水設備等に要する費用
共通仮設用機械及び機械器具修繕に要する費用
警備員、交通整理員等工事施工のための安全に要する費用
共通仮設に伴う運搬に要する費用
上記のいずれにも属さない共通仮設等に伴う費用


　　　(ｴ)　諸経費
　　　　①　諸経費は、請負施行、委託施行又は代行施行における請負人等又は直営施行における
公社が必要とする別表第１に掲げる現場管理費及び別表第２に掲げる一般管理費等とする。
　　　　②　諸経費の積算は、原則として現場経費及び一般管理費等に区分して行うものとし、それぞれ直接工事費に対して適切な率以内とする。
　　　　　　ただし、直営施行における公社の一般管理費については、利益相当率を除くものとする。
　　　(ｵ)　消費税相当額
　　　　　　 消費税相当額は、消費税及び地方消費税に相当する分を積算するものとし、その積算は、
工事価格等に消費税及び地方消費税の税率を乗じたものとする。
　　イ　測量試験費
　　　　測量試験費は、工事のための測量、試験及び設計等に必要な雇用賃金、機械器具費、消耗
品及び委託費又は請負費とする。
　　ウ　実施設計費
実施設計費は、設計に必要な調査費（地質、水質その他施設の規模、構造、能力等設計に必要な諸条件を調査するために必要な経費とする。）及び設計費（設計に必要な費用とする。）とし、当該実施設計を委託し、又は請け負わせる場合に限り補助対象とするものとする。
なお、当該実施設計と併せて工事の施工監理を建築事務所等に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該監理料を実施設計費に含めることができるものとする。
ただし、代行施行にあっては、当該監理料を実施設計費に含めないものとする。
　　エ　用地費及び補償費
　　　(ｱ)　用地費及び補償費は、土地基盤整備事業等における用地の買収費、工事に伴う補償金、
補償工事費等とする。
　　　(ｲ)　土地基盤整備等に係る用地の買収又は賃借に要する費用及び補償費の積算は「土地
　　　　 改良事業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱について」(昭和38年３月23日付け
　　　　38農地第251号（設）農林省農地局長通知）に準じて行うものとする。
　　オ　工事雑費
　　　　工事雑費は、事業実施主体が事業を施行するに伴い、現地事務所等において直接必要とする下表に掲げる使途基準を満たす経費とし、事業の施行態様に応じて積算するものとする。その額は、原則として、工事価格及び測量試験費(実施設計費等を含む。)の合計額の3.5％に相当する額以内とする。
	区　　分
	内　　　　容

	報酬
賃金	
共済費
旅費
需用費

役務費
委託費
旅費
使用料及び賃借料
備品購入費
公課費
代行施行管理料
公社一般管理費
	用地買収交渉、土地物件等の評価、登記事務
日々雇用者賃金（測量、事務、現場監督補助人夫等の賃金）
賃金に係る社会保険料
事業実施の打ち合わせ等に必要な旅費
消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、広告費、修繕費、食糧費（補助事業遂行上特に必要な場合に限る。）
通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料、雑役務費
測量、設計、登記等の委託費
事業実施の打合せ等に必要な旅費
土地建物、貸客兼用自動車、事業用機械器具の借料及び損料
事業実施に直接必要な庁用器具及び事業用機械器具

代行施行における受託代行者の事業施行管理料
公社営事業における公社の本社経費等


カ　代行施行の製造請負工事に係る製造請負管理料
　　　　代行施行の製造請負工事に係る製造請負管理料の額は、機械器具・機材費、運搬費及び
組立・据付工事費の５パーセントに相当する額以内とする。
　　　　また、その上限額は2,000万円とし、施設全体の製造請負工事を単位として適用するもの
とする。
　　　　ただし、以下の(ｱ)から(ｳ)までに要件をすべて満たす場合には、同一施設の製造請負工事で   あっても、設備ごとに区分した契約を単位として適用することができるものとする。
　　　　なお、特許権に係る設備の場合は、次の要件に関わりなく区分できるものとする。
　　　(ｱ)　交付決定された施設の事業費のうち、製造請負工事が10億円を超えること。
　　　(ｲ)　施設の中の機能だが、設備ごとに大きく異なり各々独立して稼働すること。
　　　(ｳ)　各設備の技術の専門性が高いため、一請負業者が統括して施工することが困難で
あること。

第７　本事業により整備した施設等の管理運営等について
　　　事業実施主体は、本事業により補助金を受けて整備した施設等（以下「施設等」という。）を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図り適正に管理運営するものとする。
１　管理主体
　　実施要領等に定めるところにより管理運営を委託する場合には、管理主体は、原則として、　　実施要領等に定められた事業実施主体の範囲とする。
　　この場合において、事業実施主体は、管理委託を受ける者と、管理を委託する施設等の種類、設置場所、移管年月日、管理方法、管理の委託を受ける者の権利、業務等必要な事項について　　協議し、委託契約を締結するものとする。
　　なお、地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）第244条の２の規定に基づく「公の施設」については、条例の定めるところにより地方公共団体から指定を受けた法人その他の団体に管理させる場合には、実施要領で定められた施設の事業実施主体以外の民間事業者であっても、施設等の管理を行うことができるものとする。
２　管理方法
　(1)　事業実施主体は、施設の管理状況を明確にするため、施設等の種類、所在、構造規模、価格、得失変更年月日及び減価償却等を記載した財産管理台帳（様式第３号）を備えておくものと する。
(2)　事業実施主体は、その管理する施設等について、所定の手続きを経て管理規程又は利用   規程を定めることにより適正な管理運営を行うとともに、施設等の継続的活用を図り得るよう必要な資金の積立に努めるものとする。特に、補助金を受けて圧縮記帳を行っている場合には、留意するものとする。
(3)　(2)の管理規程又は利用規程には、次に掲げる事項のうち施設等の種類に応じ必要な項目を
明記するものとする。
　ア　事業名及び目的
　イ　種類、名称、構造、規模、型式及び数量
　ウ　設置場所
　エ　管理主体並びに管理責任者の役職及び氏名
　オ　利用者の範囲
　カ　利用方法に関する事項　
　キ　利用料に関する事項
　ク　保全に関する事項
　ケ　償却に関する事項
　コ　必要な資金の積立に関する事項
　サ　管理運営の収支計画に関する事項
　シ　その他必要な事項
(4)　事業実施主体は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、施設
等の管理運営日誌又は施設利用簿等を適宜作成し、整理保存するものとする。
３　財産処分等の手続き
　　事業実施主体は、施設等について、その処分制限期間（減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に規定する耐用年数に相当する期間をいう。以下同じ。）内に、当初の目的に即した利用が期待し得ないことが明らかとなり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適化法」という。）第22条並びに補助金等交付規則（昭和34年長野県規則第９条）第19条に基づく財産処分として、当該施設等を当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
　　この場合において、知事は、当該申請の内容を承認するときは、「補助事業により取得し、又は
効用の増加した財産処分等の承認について」（平成20年５月23日付け20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知。以下「承認基準」という。）並びに、「補助金等交付規則第19条の規定に基づく　　知事等の承認について」（平成20年12月17日付け20財第103号総務部長通知）に留意する。
また、地域振興局長は、当該申請の内容を承認しようとするときは、あらかじめ知事と協議するものとする。
４　増改築等の手続き
　　事業実施主体は、施設等の移転、更新又は生産能力、利用規模若しくは利用法等に影響を及ぼすと
認められる変更を伴う増築、模様替等（以下「増築等」という。）を当該施設の処分制限期間内に行
うときは増築（改築、移築、移転、更新、模様替え）届（様式第４号）を知事に提出し、必要に応じ
てその指示を受けるものとする。
５　災害の報告
　(1)　事業実施主体は、天災その他の災害により、事業が予定の期間内に完了せず、又は事業の遂
行が困難となった場合は、速やかに事故報告書（様式第５号）により知事に報告し、その指示を
受けるものとする。
　(2)　事業実施主体は、施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、被
害報告書（様式第６号）により知事へ報告するものとする。
６　移管の手続き
事業実施主体は、施設等の処分制限期間内に農協等が広域合併等により移管を行った時は、事
業実施主体の合併等に伴う取得財産の移管届（様式第７号）を知事に提出するものとする。

第８　書類の経由
　　実施要領等で定めがある場合を除き、市町村を経由するものとする。

第９ その他
１　この要領でいう「知事」とは、事務処理規則（昭和39年長野県規則第５号）の規定により、
 地域振興局長に補助金の交付を委任する事業にあっては、「地域振興局長」を指すものとする。
２　地域振興局長は、第２の１の事業計画を承認しようとするときは、あらかじめ知事と協議するものとする。
３　間接補助事業の交付手続きについては、第３、第４及び第７で規定する「知事」を「市町村長」に読み替えるものとし、県が定めるもののほか、当該市町村の法規に基づいて行うものとする。
４　事業実施主体は、事業の遂行状況を把握するため、交付要綱第８で定める補助事業遂行状況報告書を備え付けるものとする。
５　地域振興局長は、補助金の交付を委任されている事業について、11月末日、２月末日の進捗状況を翌月の10日までに、４の補助事業遂行状況報告書により把握するものとする。
　　なお、農政部長は必要に応じ補助事業遂行状況報告書提出を求めることができるものとする。









別添様式（用紙日本工業規格Ａ４横型）

農畜産業振興事業関係補助事業実施設計書様式
（表紙）
市町村名

地区名
ふりがな

年度
○○事業実施設計書
（事業実施第　　年度）
事業種目名○○○施設

事業実施主体　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　


















（裏面）
設計及び審査

審査


現　地　機　関

部課名、職名
氏　　　　名
部課名、職名
氏　　　　名







設

計
区　　分
所　属　機　関　名
氏　　　名

測量者




設計者





























１　事業の概要
	施行か所
	

	事業量及び事業費
	

	事業費の負担方法
	

	施行方法
	

	施行期間
	　　自　　年　　月　　日　　　　至　　年　　月　　日


（注）１　「事業費の負担方法」の欄には、各種補助金、借入金等の金額とその割合を記入する。
２　「施行方法」の欄には、直営、請負、委託及び代行施行の別並びに契約方法を記入する。




２　事業費内訳
（記載例）
	工事（機械）区分
	構造又は規格
	規模（数量）
	金　額
	摘　　要

	１　集出荷用建物
　　共通仮設費
　　諸経費
　　　　計
（予冷施設）
２　選果施設
　　運搬費
　　組立・据付費
　　　　計
３　集出荷用機械器具
　　実施設計費
　　工事雑費
　　合　　　計
	鉄骨モルタル二階建



重量式、1日10t


	○○㎡




一式



一式
	千円
	

重機工事費に対する割合







工事費に対する割合
　　　　〃


(注)１　工事（機械）区分欄は、建物、構築物については原則として１棟又は１施設ごとに記入するが、機械器具については用途別に一括して記入する。
　 ２　実施設計費及び工事雑費については、それぞれの工事（機械）区分ごとに記入してもよい。

３　工事費又は経費明細
○○工事費明細書
	種　目
	規　格
	数量
	単位
	単価
	金　額
	摘　要

	

	
	
	
	
	
	


(注)支給品費に係るものについては、その旨を摘要欄に記入する。

共通仮設費明細書
	種　目
	規　格
	数量
	単位
	単価
	金　額
	摘　要

	

	
	
	
	
	
	



組立・据付工事費明細書
	種　目
	規　格
	数量
	単位
	単価
	金　額
	摘　要

	

	
	
	
	
	
	



○○用機械器具明細書
	種　目
	規　格
	数量
	単位
	単価
	金　額
	摘　要

	

	
	
	
	
	
	



工事雑費明細書
	種　目
	規　格
	数量
	単位
	単価
	金　額
	摘　要

	

	
	
	
	
	
	



４　添付図面
　(1)　位置図（５万分の１）
(2)　施設周辺の見取図（電気の外線、給排水状況、道路等を含む。）
(3)　計画平面図又は施設配置図（機械の収まり図を含む。）
(4)　設計図
別表第１

土地基盤整備の事業費構成の標準
ア　請負施行の場合

[image: ]



イ　直営施行の場合

[image: ]




　（注）この表は、「土地改良事業等請負工事の価格積算要綱」及び「草地開発整備事業等事業費積算要領」に準拠したものである。













別表第２　

機械施設等の整備のうち建設工事を伴うものの事業費構成の標準

[image: ]ア　請負施行の場合


























（注）この表は「営繕工事積算要領」に準拠したものである。


イ　代行施行の場合
[image: ]























　　　　　　　　　　 

別表第３　
機械施設等の整備のうち機械器具類購入に係るものの事業費構成の標準
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（様式第１号）（用紙日本工業規格Ａ４縦型）


しゅん工届

番　　　号
年　月　日
　　　長野県知事　様

提出
○○○市町村長　　
事業実施主体名
代表者氏名　　　　

平成○○年○○月○○日付け　第　号で交付決定のあった　　年度農畜産業振興事業（○○事業）について、下記のとおり工事がしゅん工しましたので届け出ます。

記
	事業種目
	施行か所
	事業実施主体
	事業量
	事業費
	補助金額

	
	
	
	

	千円
	千円

	施行方法
	着工年月日
	しゅん工年月日
	請負等の場合

	
	
	
	請負等業者名
	契約金額
	契約内容となった工程

	
	
	
	

	千円
	
































（様式第２号）（用紙日本工業規格Ａ４縦型）


しゅん工検査願

番　　　号
年　月　日

　　　長野県知事　様

提出
○○○市町村長　　
事業実施主体名　
代表者氏名　　　　

○○年○○月○○日付け　第　号で交付決定のあった　　年農畜産業振興事業（○○事業）について、下記のとおりしゅん工検査してください。

記

	事業種目
	施行か所
	事業実施主体
	事業量
	事業費
	補助金額
	しゅん工
年月日
	検査希望年月日

	
	
	
	

	千円
	千円
	
	




























（様式第３号）（用紙日本工業規格Ａ４横型）

財　　産　　管　　理　　台　　帳

　　　事業実施者名：
	地区名
	
	事業実施年度
	　　　年度
	補助事業名
	

	事　業　の　内　容
	工　　期
	経費の配分
	処分制限期間
	処分の状況
	摘　要

	事業種目
(事業細目)
	事業主体
	工種・
構造・
施　設
区　分
	施工箇所
又は
設置場所
	
事業量

	着　工
年月日
	しゅん工
年月日
	　　　　総事業費
	負担区分
	耐　用
年　数
	処分制限
年月日
	承　認
年月日
	処分
の
内容
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	県費
	市町
村費
	その他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(円)
	(円)
	(円)
	(円)
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



　（注）１処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。
　　　　２処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。
　　　　３摘要欄には、譲渡先、交換先、貸し付け先、抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。
　　　　４この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。

（様式第４号）（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

増築（改築・移転・更新・模様替え）届

番　　　号
年　月　日
　　　長野県知事　様
提出
○○○市町村長　　
事業実施主体名　
代表者氏名　　　　

年度農畜産業振興事業（○○事業）実施計画に基づいて実施した下記事業について、増築（改築・移転・更新・模様替え）したいのでお届けします。
記
１　増築等の理由
２　増築等に係る施設等の概要
（１）地区名、事業種目名
（２）事業実施主体名
（３）施設等の所在地
（４）施設等の構造、規格、規模等
（５）事業費
　　ア　県費補助金
　　イ　その他の負担額
（６）取得年月日
３　増築等の概要（例）
（１）増築等
　　　　増築　　　鉄骨スレート葺　　○○㎡　　事業費　○○千円
　　　　増設　　　○○ライン　　　○○箱／日処理　　事業費　　○○千円
（２）事業費の負担区分
（３）着工予定時期
（４）増築等の効果

[添付資料]
１　当初実施計画書の写し
２　処理能力計算書
３　経営収支計画
４　建物平面図及び側面図並びに増設配置図
５　財産管理台帳の写し
６　その他知事が必要と認める書類











（様式第５号）（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

事故報告書

番　　　号
年　月　日

　　　長野県知事　様

提出
○○○市町村長　　
事業実施主体名　
代表者氏名        

　年度農畜産業振興事業（○○事業）実施計画に基づく事業の施行途中において、下記のとおり災害を受けたので報告します。
記
１　被災施設等の概要
（１）地区名、事業種目名
（２）事業実施主体名
（３）施設等の所在地
（４）施設等の構造、規格、規模等
（５）事業費
　　ア　県費補助金
　　イ　その他の負担額
（６）被災時の工事進捗度
（７）しゅん工予定年月日
２　災害の概要
（１）災害の原因（例）
　　　　年　月　日台風○○号による強風
（○○気象台調べ　○時○分　　ｍ／ｓ（瞬間風速））
（２）被災の程度
○○㎡の被覆材及びパイプの破損
破損見積額　○○千円
３　被害見積価格（復旧可能なものにあっては、復旧見込額）
４　その他（事業完成のためにとろうとする措置（災害復旧計画及び資金計画））

[添付資料]
１　被災現場写真
２　その他知事が必要と認める書類











（様式第６号）（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

被害報告書
番　　　号
年　月　日
　　
長野県知事　様

提出
○○○市町村長　　
事業実施主体名　
代表者氏名　　　　

年度農畜産業振興事業（○○事業）で取得又は効用の増加した施設等が災害（例：台風○○号）により被災したので、報告いたします。
記
１　被災施設等の概要
（１）地区名、事業種目名
（２）事業実施主体名
（３）施設等の所在地
（４）施設等の構造、規格、規模等
（５）事業費
　　ア　県費補助金
　　イ　その他の負担額
（６）取得年月日
２　災害の概要
（１）災害の原因（例）
　　　　年　月　日台風○○号による強風
（○○気象台調べ　○時○分　　ｍ／ｓ（瞬間風速））
（２）被災の程度
○○㎡の被覆材及びパイプの破損
破損見積額　　　円
３　被害見積価格（復旧可能なものにあっては、復旧見込額）
４　その他（災害復旧計画及び資金計画）

[添付資料]
１　実施計画書の写し
２　財産管理台帳の写し
３　管理運営規程
４　その他知事が必要と認める書類











（様式第７号）（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

事業実施主体の合併に伴う取得財産の移管届

番　　　号
年　月　日
　　
長野県知事　様

提出
○○○市町村長　　
事業実施主体名　
代表者氏名　　　　

　　○○年度農畜産業振興事業（○○事業）で取得又は効用の増加した施設等について、○○市○○農業協同組合と○○市○○農業協同組合は、農業協同組合法第６５条、第６６により○年○月○日合併設立を行い、○○農業協同組合となり、農業協同組合法第６８条により、○○年度農畜産業振興事業（○○事業）により取得した財産の権利義務を○○農業協同組合が継承したので、下記のとおり報告いたします。
なお、本施設等に係る交付決定通知の条件は、○○農業協同組合が遵守いたします。

記
１　概要
	地区名
	事　業　実　施　の　概　要
	合併後の事業実施主体名

	
	事業種目
	事業実施主体名
	事業内容
	事業費
	補助金額
	取得年月日
	

	
	
	



	
	千円
	千円
	
	



２　移管及び交付条件の継承に係る調整経過及び対応措置
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